
（別添２）警報の伝達及び通知 
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通知される事項 
① 武力攻撃事態等の現状及

び予測 
② 武力攻撃が迫り、又は現

に武力攻撃が発生したと

認められる地域 
③ 住民及び公私の団体に対

し周知すべき事項 

通知 

各施設等所管

局室区より伝達

通知 

伝達（サイレン、同報無線、電話、ファックス、広報車等） 
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伝達 
原則として区役所より伝達

各区区政協力委員協議会、民生委員児童委員協議

会、各局室区が定める公私の団体 
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法定事項 

要請に基づく自発的協力 

※「要避難地域」とは、住民の避難が必要な地域をいう。 


